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生
活
保
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法
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に
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づ
く
指
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医
療
機
関
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指
定
□
十
六
件
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○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
□
三
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
七
十
七
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名

称 

所

在

地 

指

定

年

月

日 

ヨ
コ
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
□
ク 

佐
倉
市
下
志
津
八
九
四
の
五 

令
和
五
年
四
月
一
日 

医
療
法
人
社
団
の
ざ
き
歯
科

ク
リ
ニ
□
ク 

印
西
市
草
深
一
□
六
一
八
の
一

六 

令
和
五
年
五
月
一
日 

サ
ト
ウ
眼
科
ク
リ
ニ
□
ク 

市
川
市
南
行
徳
一
の
九
の
一
五 

令
和
五
年
六
月
一
日 

医
療
法
人
社
団
司
健
会 

市

原
健
康
ク
リ
ニ
□
ク 

市
原
市
南
国
分
寺
台
五
の
一
の

七 

〃 

医
療
法
人
社
団
あ
い
育
会 

あ
い
ざ
わ
キ
□
ズ
ク
リ
ニ
□

ク 

鎌
ケ
谷
市
初
富
本
町
一
の
一
の

二
四 

〃 

医
療
法
人
社
団
慧
和
会 

長

浦
眼
科
ク
リ
ニ
□
ク 

袖
ケ
浦
市
長
浦
駅
前
二
の
一
の

一 

〃 

医
療
法
人
社
団
田
那
村
会 

豊
田
眼
科 

印
西
市
中
央
北
三
の
二 

〃 

医
療
法
人
社
団
晴
絢
会 

す 

印
西
市
戸
神
六
〇
四
の
一
六 

〃 
 

 
 

 
 

 

こ
や
か
内
科
ク
リ
ニ
□
ク
印

西 

 
 

医
療
法
人
社
団
ミ
ド
リ
会 

Ｒ
Ｉ
Ｎ
Ｏ
歯
科 

流
山
市
松
ケ
丘
四
の
四
九
五
の

四 

〃 

た
か
し
ん
薬
局
匝
瑳
店 

匝
瑳
市
高
野
三
三
九
の
五 

〃 

医
療
法
人
博
慈
会 

ユ
□
カ

リ
が
丘
Ｐ
Ｈ
Ｃ
フ
□
ミ
リ
□

ク
リ
ニ
□
ク 

佐
倉
市
ユ
□
カ
リ
が
丘
六
の
四

の
七 

令
和
五
年
六
月
九
日 

ハ
□
ト
フ
ル
松
戸
医
科
歯
科

ク
リ
ニ
□
ク 

松
戸
市
南
花
島
三
の
四
五
の
八 

令
和
五
年
七
月
一
日 

城
内
皮
膚
科 

野
田
市
山
崎
二
□
七
〇
一
の
二 

〃 

な
り
た
ホ
□
ム
ク
リ
ニ
□
ク 

成
田
市
飯
田
町
一
八
三
の
三
の

二 

〃 

や
ち
よ
ゆ
り
の
き
形
成
外

科
・
皮
ふ
科 

八
千
代
市
ゆ
り
の
き
台
三
の
五

の
二 

〃 

医
療
法
人
丸
岡
医
院 

庄
司

内
科
医
院 

鎌
ケ
谷
市
富
岡
一
の
六
の
五 

〃 

メ
デ
□
カ
ル
ガ
□
デ
ン
新
浦

安
消
化
器
内
視
鏡
ク
リ
ニ
□

ク 

浦
安
市
日
の
出
一
の
一
の
二
五 

〃 

浦
安
ツ
バ
メ
ク
リ
ニ
□
ク 

浦
安
市
北
栄
二
の
五
の
二
〇 

〃 

Ｙ
□
ｓ
デ
ン
タ
ル
オ
フ
□
ス

松
戸 

松
戸
市
松
戸
一
□
一
七
七 

〃 

は
し
む
ら
デ
ン
タ
ル
ク
リ

ニ
□
ク 

八
千
代
市
大
和
田
新
田
二
八
五

の
一 

〃 

医
療
法
人
社
団
鎌
□
谷
フ
□

ミ
リ
□
歯
科 

鎌
ケ
谷
市
東
鎌
ケ
谷
二
の
一
の

四
五 

〃 

真
壁
歯
科
医
院 

山
武
市
松
尾
町
大
堤
一
六
の
一 

〃 
薬
局
く
す
り
の
福
太
郎
市
川

鬼
高
店 

市
川
市
鬼
高
三
の
一
三
の
二 

〃 
ア
イ
薬
局
ほ
た
る
野
店 

木
更
津
市
ほ
た
る
野
二
の
四
二

の
六 

〃 

た
か
し
ん
薬
局
本
店 

旭
市
ニ
一
八
の
二 

〃 

ヤ
□
ク
ス
ド
ラ
□
グ
勝
浦
部

原
薬
局 

勝
浦
市
部
原
一
□
〇
五
三 

〃 

 
 

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

7

年

2 

月

21

日 

号 
 

外 
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薬
局
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ
ち
は
ら
台
店 

市
原
市
ち
は
ら
台
東
八
の
一
七

の
四 

〃 

エ
ビ
ス
薬
局
南
子
安
店 

君
津
市
南
子
安
二
の
八
の
三
一 

〃 
薬
局
タ
カ
サ
浦
安
北
栄
店 

浦
安
市
北
栄
二
の
五
の
二
〇 

〃 

和
歯
科 

習
志
野
市
谷
津
七
の
一
〇
の
六 

令
和
五
年
七
月
二
十
日 

  

千
葉
県
告
示
第
七
十
八
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名

称 

所

在

地 

指

定

年

月

日 

医
療
法
人
社
団
栄
希
会 

と

ば
内
科
ク
リ
ニ
□
ク 

市
川
市
市
川
南
一
の
八
の
六 

令
和
五
年
八
月
一
日 

う
ち
の
脳
神
経
外
科
ク
リ

ニ
□
ク 

旭
市
イ
二
□
〇
七
四
の
一 

〃 

も
と
は
し
眼
科 

八
千
代
市
八
千
代
台
北
六
の
一

の
一
一 

〃 

い
ん
ざ
い
整
形
外
科
ク
リ

ニ
□
ク 

印
西
市
西
の
原
五
の
一
二
の
二 
〃 

け
や
き
薬
局
商
店
街
店 

松
戸
市
常
盤
平
五
の
一
七
の
一

〇 

〃 

ヤ
□
ク
ス
ド
ラ
□
グ
旭
東
薬

局 

旭
市
イ
二
□
〇
八
〇
の
二 

〃 

あ
お
ぞ
ら
薬
局
流
山
お
お
た

か
の
森
店 

流
山
市
お
お
た
か
の
森
西
一
の

九
の
一 

〃 

ド
ラ
□
グ
セ
イ
ム
ス
舞
浜
薬

局 

浦
安
市
富
士
見
五
の
七
の
四
〇 

〃 

ヤ
□
ク
ス
ド
ラ
□
グ
酒
々
井

薬
局 

印
旛
郡
酒
々
井
町
上
岩
橋
六
三 

〃 

イ
ル
カ
薬
局 

長
生
郡
一
宮
町
一
宮
一
〇
□
八 

〃 
 

 
 

 
 

 

 

八
四
の
九 

 
  

千
葉
県
告
示
第
七
十
九
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名

称 

所

在

地 

指

定

年

月

日 

布
佐
マ
ル
薬
局 

我
孫
子
市
布
佐
三
□
〇
七
八
の

一 

令
和
五
年
七
月
二
十
四
日 

医
療
法
人
社
団
靖
優
会 

ホ
□
ム
ク
リ
ニ
□
ク
六
高
台 

松
戸
市
六
高
台
七
の
二
八
の
一 

令
和
五
年
八
月
一
日 

医
療
法
人
社
団
賢
仁
会 

五

井
在
宅
ク
リ
ニ
□
ク 

市
原
市
五
井
中
央
東
一
の
七
の

九 

〃 

医
療
法
人
社
団
西
仁
会 

か

も
め
歯
科
ク
リ
ニ
□
ク 

銚
子
市
小
浜
町
二
□
〇
一
七
の

八 

〃 

に
こ
に
こ
薬
局 

君
津
市
北
久
保
二
の
二
の
一
六 

〃 

松
戸
常
盤
平
い
い
だ
整
形
外

科
運
動
器
リ
ハ
ビ
リ
テ
□

シ
□
ン
ク
リ
ニ
□
ク 

松
戸
市
常
盤
平
一
の
八 

令
和
五
年
九
月
一
日 

医
療
法
人
社
団
麗
郷
会 

お

だ
ク
リ
ニ
□
ク 

成
田
市
玉
造
四
の
四
二
の
一 

〃 

流
山
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
□
ク
小

児
科 

流
山
市
前
平
井
九
六 

〃 

医
療
法
人
社
団
博
施
会 

波

多
野
内
科
ク
リ
ニ
□
ク 

浦
安
市
入
船
四
の
五
の
五 

〃 
わ
た
ラ
イ
フ
ク
リ
ニ
□
ク 

浦
安
市
堀
江
六
の
一
の
三
三 

〃 

医
療
法
人
社
団
健
秀
会 

あ

お
ば
歯
科
ク
リ
ニ
□
ク 

市
川
市
妙
典
四
の
三
の
二
七 

〃 

わ
た
ひ
き
歯
科
医
院 

館
山
市
北
条
一
□
四
四
六
の
一 

〃 

サ
ン
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
□
ク 

木
更
津
市
高
砂
二
の
二
の
八 

〃 
 

 
 



  

三 
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医
療
法
人
社
団
寛
麗
会 

ほ

ほ
え
み
歯
科 

鎌
ケ
谷
市
東
中
沢
三
の
三
五
の

一 

〃 

新
鎌
□
谷
歯
科 

鎌
ケ
谷
市
新
鎌
ケ
谷
四
の
七
の

二
六 

〃 
医
療
法
人
社
団
羽
立
会 

の

ぞ
み
野
歯
科
医
院 

袖
ケ
浦
市
の
ぞ
み
野
六
九
の
二 

〃 

山
本
歯
科
医
院 

南
房
総
市
千
倉
町
南
朝
夷
一
□

二
二
〇 

〃 

ウ
イ
ン
薬
局
千
葉
八
幡
店 

市
川
市
八
幡
三
の
二
六
の
二 

〃 

よ
も
ぎ
薬
局 
佐
倉
市
中
志
津
四
の
一
の
二
二 

〃 

ク
リ
エ
イ
ト
薬
局
東
金
家
徳

店 

東
金
市
家
徳
六
一 

〃 

た
か
し
ん
薬
局
サ
ン
モ
□
ル

店 

旭
市
イ
二
□
六
七
六
の
一 

〃 

オ
オ
ク
ボ
薬
局 

習
志
野
市
大
久
保
一
の
二
六
の

一
八 

〃 

ク
リ
エ
イ
ト
薬
局
君
津
中
富

店 

君
津
市
中
富
九
八
〇
の
一 

〃 

ア
イ
ン
薬
局
四
街
道
店 

四
街
道
市
吉
岡
一
□
八
二
九
の

九 

〃 

た
か
し
ん
薬
局
匝
瑳
店 

匝
瑳
市
高
野
三
三
九
の
五 

〃 

か
な
や
眼
科
ク
リ
ニ
□
ク 

市
原
市
ち
は
ら
台
南
二
の
三
二

の
二 

令
和
五
年
十
月
一
日 

八
千
代
中
央
眼
科 

八
千
代
市
ゆ
り
の
き
台
三
の
五

の
二 

〃 

学
校
法
人
順
天
堂 

順
天
堂

大
学
医
学
部
附
属
さ
く
ら

キ
□
ン
パ
ス
診
療
所 

印
西
市
平
賀
学
園
台
一
の
一 

〃 

根
本
歯
科
ク
リ
ニ
□
ク 

野
田
市
横
内
九
の
一 

〃 

ク
リ
エ
イ
ト
薬
局
木
更
津
貝

渕
店 

木
更
津
市
貝
渕
三
の
一
三
の
三

三 

〃 

調
剤
薬
局
ア
ル
フ
□
□
木
更

津
店 

木
更
津
市
中
里
二
三
四
の
三 

〃 

ク
リ
エ
イ
ト
薬
局
富
里
御
料

店 

富
里
市
御
料
一
□
〇
〇
九
の
一

四 

〃 

 
 

 

 
 

 

し
げ
る
薬
局 

夷
隅
郡
御
宿
町
浜
一
□
六
九
九

の
二 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
八
十
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名

称 

所

在

地 

指

定

年

月

日 

学
校
法
人
了
德
寺
大
学
附
属

高
洲
整
形
外
科 

浦
安
市
高
洲
二
の
四
の
一
〇 

令
和
五
年
八
月
一
日 

医
療
法
人
社
団
心
健
会 

こ

ど
も
発
達
リ
ハ
ビ
リ
ク
リ

ニ
□
ク
む
さ
し
の 

松
戸
市
東
松
戸
三
の
五
の
七 

令
和
五
年
九
月
一
日 

ユ
ニ
ス
マ
イ
ル
薬
局
下
矢
切

店 

松
戸
市
下
矢
切
七
二 

〃 

薬
局
タ
カ
サ
八
千
代
中
央
店 

八
千
代
市
萱
田
町
五
三
五
の
一

一 

〃 

医
療
法
人
社
団
藤
巻
耳
鼻
咽

喉
科
医
院 

藤
巻
耳
鼻
咽
喉

科
医
院
行
徳
分
院 

市
川
市
行
徳
駅
前
二
の
一
七
の

二 

令
和
五
年
十
月
一
日 

医
療
法
人
新
都
市
医
療
研
究

会
□
君
津
□
会 

玄
々
堂
木

更
津
ク
リ
ニ
□
ク 

木
更
津
市
中
里
二
三
一
の
一 

〃 

島
田
医
院 

松
戸
市
西
馬
橋
三
の
九
の
六 

〃 
小
倉
外
科
内
科 

我
孫
子
市
柴
崎
台
三
の
一
九
の

二
二 

〃 

医
療
法
人
社
団
星
勇
会 

テ

ラ
ス
モ
□
ル
松
戸
プ
ラ
ン
ス

歯
科 

松
戸
市
八
ケ
崎
二
の
八
の
一 

〃 

調
剤
薬
局
ア
ル
フ
□
□
木
更 

木
更
津
市
中
里
二
三
四
の
三 

〃 
 

 
 



 
 

 

四 

千 葉 県 報 号外第９号 令和 7 年 2 月 21 日（金曜日） 
 

 
 

津
店 

 
 

Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｕ
Ｓ 

Ｐ
Ｈ
Ａ
Ｒ
Ｍ

Ａ
成
田
店 

成
田
市
花
崎
町
八
一
六 

〃 
こ
の
み
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
ク

リ
ニ
□
ク 

市
川
市
行
徳
駅
前
一
の
二
七
の

一
七 

令
和
五
年
十
一
月
一
日 

ね
も
と
内
科
ク
リ
ニ
□
ク 

流
山
市
前
平
井
九
六 

〃 

医
療
法
人
社
団
し
ん
け
ん
会

 

浦
安
み
み
は
な
の
ど
ク
リ

ニ
□
ク 

浦
安
市
猫
実
四
の
一
八
の
二
六 

〃 

成
東
し
お
さ
い
ク
リ
ニ
□
ク 
山
武
市
殿
台
二
〇
三
の
一 

〃 

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
高
師
薬
局 
茂
原
市
高
師
九
八
二
の
一 

〃 

須
藤
薬
局
二
区
バ
イ
パ
ス
店 

八
街
市
八
街
に
一
〇
六
の
七
〇

八 

〃 

カ
ワ
チ
フ
□
□
マ
シ
□
千
葉

ニ
□
□
タ
ウ
ン
店 

印
西
市
泉
野
一
の
一
四
四
の
六 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
八
十
一
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

名

称 

所

在

地 

指

定

年

月

日 

薬
樹
薬
局
妙
典 

市
川
市
妙
典
四
の
五
の
二
五 

令
和
五
年
十
月
一
日 

コ
ミ
□
ニ
テ
□
薬
局
こ
う
づ

の
も
り 

成
田
市
公
津
の
杜
四
の
五
の
三 

〃 

の
へ
ク
リ
ニ
□
ク 

市
川
市
八
幡
二
の
四
の
一 

令
和
五
年
十
一
月
一
日 

医
療
法
人
社
団
Ｅ―

Ｈ
Ｏ
Ｐ

Ｅ 

市
川
す
ず
き
消
化
器
・

内
視
鏡
ク
リ
ニ
□
ク 

市
川
市
市
川
南
一
の
五
の
二
五 

〃 

医
療
法
人
社
団
幸
心
会 

新

松
戸
ハ
□
ト
ク
リ
ニ
□
ク 

松
戸
市
新
松
戸
二
の
一
一
五
の

一 

〃 

 
 

 

 
 

 

医
療
法
人
社
団
晴
美
会 

石

岡
内
科
ク
リ
ニ
□
ク 

松
戸
市
本
町
一
九
の
一
六 

〃 

医
療
法
人
社
団
躍
志
会 

サ

ン
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
□
ク 

松
戸
市
西
馬
橋
相
川
町
一 

〃 

津
田
沼
ク
リ
ニ
□
ク 

習
志
野
市
津
田
沼
五
の
七
の
一

四 

〃 

医
療
法
人
社
団
瞭
和 

お
お

た
か
の
森
こ
ど
も
ク
リ
ニ
□

ク 

流
山
市
お
お
た
か
の
森
南
一
の

四
の
一
一 

〃 

医
療
法
人
社
団
俊
仁
会 

さ

か
も
と
内
視
鏡
ク
リ
ニ
□
ク 

浦
安
市
当
代
島
一
の
一
の
一
一 

〃 

医
療
法
人
社
団
秀
学
会 

お

れ
ん
じ
歯
科 

市
川
市
福
栄
二
の
一
〇
の
七 

〃 

こ
う
ざ
き
歯
科
フ
□
ミ
リ
□

ク
リ
ニ
□
ク 

香
取
郡
神
崎
町
神
崎
本
宿
六
六

八
の
一 

〃 

ひ
ま
わ
り
薬
局 

市
川
市
市
川
一
の
七
の
一
五 

〃 

ミ
ノ
ベ
薬
局 

木
更
津
市
大
和
二
の
二
二
の
一 

〃 

春
日
堂
薬
局
成
東
店 

山
武
市
殿
台
二
〇
三
の
一 

〃 

脳
神
経
内
科
・
小
児
科
の
訪

問
ク
リ
ニ
□
ク
松
戸 

松
戸
市
五
香
六
の
一
三
の
三 

令
和
五
年
十
二
月
一
日 

志
津
歯
科
医
院 

佐
倉
市
上
志
津
一
□
八
二
二
の

二
四 

〃 

水
島
歯
科
医
院 

南
房
総
市
白
浜
町
白
浜
二
□
六

九
五 

〃 

薬
局
く
す
り
の
福
太
郎
常
盤

平
店 

松
戸
市
常
盤
平
一
の
一
一
の
九 

〃 

薬
局
く
す
り
の
福
太
郎
馬
橋

店 

松
戸
市
西
馬
橋
幸
町
一
三
五 

〃 

薬
局
日
本
メ
デ
□
カ
ル
シ
ス

テ
ム
北
松
戸
店 

松
戸
市
上
本
郷
四
□
〇
〇
五
の

一 

〃 
み
そ
ら
薬
局
臼
井
駅
前
店 

佐
倉
市
王
子
台
三
の
一
の
三 

〃 

ヤ
□
ク
ス
ド
ラ
□
グ
旭
東
薬

局 

旭
市
イ
二
□
〇
八
〇
の
二 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
八
十
二
号 



  

五 

令和 7 年 2 月 21 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第９号 
 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名

称 

所

在

地 

指

定

年

月

日 

医
療
法
人
社
団
輝
会 

え
が

お
ク
リ
ニ
□
ク 

市
川
市
南
八
幡
五
の
一
一
の
一

一 

令
和
五
年
十
二
月
一
日 

一
般
社
団
法
人
翠
咲
会 

ゆ

く
る
在
宅
ク
リ
ニ
□
ク 

市
川
市
南
行
徳
一
の
一
六
の
一 

〃 

医
療
法
人
社
団
國
手
会 

藤

倉
ク
リ
ニ
□
ク 

成
田
市
幸
町
四
八
三 

〃 

医
療
法
人
社
団
丸
二
会 

鈴

木
整
形
外
科
内
科
医
院 

印
旛
郡
栄
町
竜
角
寺
台
五
の
二

七
の
一 

〃 

安
藤
歯
科
矯
正
Ｆ
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｌ

Ｙ
歯
医
者 

市
川
市
新
田
四
の
七
の
九 

〃 

医
療
法
人
社
団
翔
積
会 

さ

く
ら
歯
科
ク
リ
ニ
□
ク
Ｍ
Ｏ

Ｂ
Ａ
Ｒ
Ａ 

茂
原
市
早
野
一
□
一
三
八
の
一

一 

〃 

パ
□
ル
ホ
ワ
イ
ト
歯
科
医
院 

習
志
野
市
東
習
志
野
六
の
七
の

八 

〃 

東
ア
ビ
コ
歯
科
医
院 

我
孫
子
市
天
王
台
三
の
一
の
一

三 

〃 

医
療
法
人
社
団
こ
ん
ど
う
小

児
歯
科 

鴨
川
市
横
渚
一
□
四
六
三
の
五 

〃 

馬
橋
薬
局 

松
戸
市
馬
橋
一
□
七
八
一
の
一 

〃 

有
限
会
社
山
本
薬
局 

茂
原
市
本
納
二
□
八
五
一 

〃 

あ
さ
ひ
薬
局 

茂
原
市
東
郷
二
□
〇
〇
〇 

〃 

フ
ジ
キ
薬
局
富
里
店 

富
里
市
七
栄
六
四
九
の
五
五 

〃 

株
式
会
社
原
田
薬
局 

山
武
郡
芝
山
町
小
池
二
□
四
七

三 

〃 

木
更
津
心
臓
血
管
ク
リ
ニ
□ 

木
更
津
市
長
須
賀
一
□
七
八
四 

令
和
六
年
一
月
一
日 

 
 

 

 
 

 

ク 

の
一 

 

一
般
社
団
法
人
う
さ
ぎ
グ

ル
□
プ 

う
さ
ぎ
さ
ん
ク
リ

ニ
□
ク 

鎌
ケ
谷
市
新
鎌
ケ
谷
二
の
八
の

一
三 

〃 

四
街
道
脳
神
経
内
科
・
大
日

五
差
路
リ
ハ
ビ
リ
テ
□
シ
□

ン
科
さ
く
ら
街
道
ク
リ
ニ
□

ク 

四
街
道
市
大
日
二
七
一
の
二 

〃 

薬
局
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
松
戸

新
田
店 

松
戸
市
松
戸
新
田
四
三
二
の
一

二 

〃 

薬
局
ユ
□
エ
ス
・
フ
□
□
マ

シ
□
松
戸
駅
前 

松
戸
市
松
戸
一
□
一
七
三
の
一 

〃 

ク
リ
エ
イ
ト
薬
局
茂
原
八
千

代
店 

茂
原
市
八
千
代
一
の
一
の
四 

〃 

ヤ
□
ク
ス
ド
ラ
□
グ
成
田
薬

局 

成
田
市
飯
田
町
一
二
九
の
三 

〃 

わ
か
ば
薬
局 

南
房
総
市
富
浦
町
原
岡
二
二
六

の
一 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
八
十
三
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
名

称 

所

在

地 

指

定

年

月

日 
医
療
法
人
社
団
良
耀
会 

さ

た
け
眼
科 

市
川
市
市
川
二
の
二
の
一
二 

令
和
五
年
十
二
月
一
日 

す
ず
ら
ん
薬
局 

八
千
代
市
勝
田
台
北
一
の
七
の

一
二 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
一
日 

す
ず
ら
ん
薬
局
駅
前
店 

八
千
代
市
勝
田
台
北
一
の
九
の

二
四 

〃 

 
 

 



 
 

 

六 

千 葉 県 報 号外第９号 令和 7 年 2 月 21 日（金曜日） 
 

 
 

医
療
法
人
社
団
清
雅
会 

か

と
れ
あ
眼
科 

松
戸
市
松
戸
一
□
一
八
一 

令
和
六
年
一
月
一
日 

ハ
□
ト
フ
ル
松
戸
医
科
歯
科

ク
リ
ニ
□
ク 

松
戸
市
南
花
島
三
の
四
五
の
八 

〃 
医
療
法
人
社
団
ま
め
の
き
会

 

四
街
道
す
く
す
く
こ
ど
も

ク
リ
ニ
□
ク 

四
街
道
市
和
良
比
二
五
四
の
二

〇 

〃 

医
療
法
人
社
団
淳
英
会 

お

ゆ
み
の
中
央
病
院
袖
ケ
浦
ク

リ
ニ
□
ク 

袖
ケ
浦
市
野
里
一
□
七
七
三
の

一 

〃 

医
療
法
人
社
団
光
友
会 

よ

ね
も
と
整
形
外
科 

長
生
郡
一
宮
町
一
宮
二
□
五
三

五 

〃 

亀
田
歯
科
医
院 

流
山
市
流
山
六
の
六
八
二 

〃 

薬
局
タ
カ
サ
木
更
津
長
須
賀

店 

木
更
津
市
長
須
賀
一
□
七
七
九

の
一 

〃 

医
療
法
人
社
団
嘉
望
会 

松

戸
ア
デ
ル
歯
科 

松
戸
市
上
本
郷
四
□
〇
〇
五
の

一 

令
和
六
年
二
月
一
日 

請
西
ア
ズ
□
ル
調
剤
薬
局 

木
更
津
市
請
西
南
二
の
一
七
の

三
三 

〃 

ク
リ
エ
イ
ト
薬
局
市
原
牛
久

店 

市
原
市
中
二
三
四
の
二 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
八
十
四
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名

称 

所

在

地 

指

定

年

月

日 

医
療
法
人
社
団
淳
英
会 

お

ゆ
み
の
中
央
病
院
袖
ケ
浦
ク

リ
ニ
□
ク 

袖
ケ
浦
市
野
里
一
□
七
七
三
の

一 

令
和
六
年
一
月
一
日 

 
 

 

 
 

 

グ
リ
□
ン
デ
ン
タ
ル
ク
リ

ニ
□
ク 

香
取
郡
東
庄
町
笹
川
い
四
□
五

三
九
の
七
四 

令
和
六
年
一
月
三
十
日 

医
療
法
人
社
団
藤
巻
耳
鼻
咽

喉
科
医
院 

市
川
市
相
之
川
四
の
一
四
の
五 

令
和
六
年
二
月
一
日 

流
山
市
平
日
夜
間
・
休
日
診

療
所 

流
山
市
初
石
四
の
一
□
四
三
三

の
一 

〃 

医
療
法
人
社
団
梨
花
会 

得

本
ク
リ
ニ
□
ク 

八
千
代
市
村
上
一
□
一
一
三
の

一 

〃 

医
療
法
人
社
団
ナ
イ
ズ 

キ
□
□
プ
ス
ク
リ
ニ
□
ク
千

葉
ニ
□
□
タ
ウ
ン
中
央 

印
西
市
中
央
南
一
の
八 

〃 

医
療
法
人
社
団
悠
希
会 

印

西
そ
よ
か
ぜ
内
科
・
呼
吸
器

内
科 

印
西
市
西
の
原
五
の
一
二
の
一 

〃 

一
般
社
団
法
人
誠
創
会 

あ

さ
が
お
ク
リ
ニ
□
ク 

白
井
市
根
一
□
〇
二
四
の
二 

〃 

医
療
法
人
社
団
英
正
会 

な

の
は
な
眼
科
・
内
科 

富
里
市
七
栄
獅
子
穴
六
四
九
の

五
五 

〃 

医
療
法
人
社
団
真
由
会 

行

徳
ス
テ
□
シ
□
ン
歯
科 

市
川
市
行
徳
駅
前
二
の
四
の
一

三 

〃 

み
つ
は
し
歯
科
・
矯
正
歯
科 

市
原
市
牛
久
五
五
〇
の
二 

〃 

医
療
法
人
社
団
イ
マ
コ
マ

ト
□
レ 

タ
ハ
ラ
デ
ン
タ
ル

ク
リ
ニ
□
ク 

八
千
代
市
ゆ
り
の
き
台
五
の
一

の
四 

〃 

医
療
法
人
社
団
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ

 

花
香
歯
科
医
院 

鎌
ケ
谷
市
東
初
富
五
の
一
九
の

三
七 

〃 

薬
局
ト
モ
ズ
木
更
津
店 

木
更
津
市
金
田
東
四
の
一
一
の

一 

〃 

薬
局
ト
モ
ズ
野
田
店 

野
田
市
桜
の
里
二
の
六
の
五 

〃 
薬
局
ト
モ
ズ
佐
倉
店 

佐
倉
市
寺
崎
北
一
の
六
の
九 

〃 

薬
局
ト
モ
ズ
ち
は
ら
台
店 

市
原
市
ち
は
ら
台
東
八
の
一
七

の
四 

〃 

薬
局
タ
カ
サ
流
山
お
お
た
か

の
森
店 

流
山
市
お
お
た
か
の
森
西
一
の

三
〇
の
一 

〃 

し
ろ
く
ま
在
宅
診
療
所
我
孫 

我
孫
子
市
栄
二
七
の
三
八 

令
和
六
年
三
月
一
日 

 
 

 



  

七 

令和 7 年 2 月 21 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第９号 
 

 
 

子 
 

 

あ
じ
さ
い
ク
リ
ニ
□
ク 

我
孫
子
市
我
孫
子
四
の
三
〇
の

八 

〃 
医
療
法
人
社
団
ナ
イ
ズ 

キ
□
□
プ
ス
ク
リ
ニ
□
ク
新

鎌
ケ
谷 

鎌
ケ
谷
市
新
鎌
ケ
谷
三
の
二
の

九 

〃 

医
療
法
人
社
団
Ｐ
ｌ
ｅ
ｘ
ｕ

ｓ 

大
江
戸
浦
安
ク
リ
ニ
□

ク 

浦
安
市
当
代
島
一
の
三
の
二
九 

〃 

え
い
る
薬
局 
市
川
市
相
之
川
四
の
六
の
一
一 

〃 

ア
イ
セ
イ
ハ
□
ト
薬
局
新

鎌
□
谷
店 

鎌
ケ
谷
市
新
鎌
ケ
谷
三
の
二
の

九 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
八
十
五
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 
谷 

 

俊 

人 
 

 

事
業
者
の
名
称 

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地 

指
定
に
係
る
事
業
所

の
名
称 

事
業
所
の
所
在
地 
指
定
年
月
日 

株
式
会
社
Ｋ
Ａ

Ｎ
Ｏ
Ｒ
Ａ 

市
原
市
姉
崎
一
□

七
三
九
の
二 

こ
あ
の
木
訪
問
看
護

ス
テ
□
シ
□
ン 

市
原
市
辰
巳
台
東

三
の
一
四
の
一
一 

令
和
五
年
四

月
一
日 

株

式

会

社

フ

□

□

ス

ト

ナ
□
ス 

東
京
都
港
区
新
橋

二
の
一
二
の
一
六 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
あ
や
め
茂
原 

茂
原
市
高
師
六
八

八
の
二
三 

令
和
五
年
六

月
一
日 

日
本
エ
コ
□
検

査
株
式
会
社 

千
葉
市
中
央
区
市

場
町
六
の
八 

こ
こ
か
ら
訪
問
看
護

リ
ハ
ビ
リ
ケ
ア
茂
原 

茂
原
市
町
保
一
〇

の
二 

〃 

合
同
会
社
想 

東
金
市
東
上
宿
六

の
一 

Ｈ
ａ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ａ

ｔ
ｅ 

Ｖ
ｉ
ｓ
ｉ
ｔ

 

Ｎ
ｕ
ｒ
ｓ
ｅ 

Ｓ

ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ 

東
金
市
東
上
宿
六

の
一 

〃 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
や
さ

し
い
手 

東
京
都
目
黒
区
大

橋
二
の
二
四
の
三 

訪
問
看
護
か
え
り
え

南
佐
津
間 

鎌
ケ
谷
市
南
佐
津

間
一
二
の
五 

〃 

株
式
会
社
ボ
ン

ボ
ヤ
□
ジ
□ 

茨
城
県
取
手
市
下

萱
場
一
八
三
の
一 

訪

問

看

護

事

業

所

ハ
□
ト
フ
ル
松
戸 

松
戸
市
南
花
島
三

の
四
五
の
六 

令
和
五
年
七

月
一
日 

  

千
葉
県
告
示
第
八
十
六
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

事
業
者
の
名
称 

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地 

指
定
に
係
る
事
業
所

の
名
称 

事
業
所
の
所
在
地 

指
定
年
月
日 

セ
コ
ム
医
療
シ

ス
テ
ム
株
式
会

社 

東
京
都
渋
谷
区
神

宮
前
一
の
五
の
一 

セ
コ
ム
市
川
南
訪
問

看
護
ス
テ
□
シ
□
ン 

市
川
市
新
田
四
の

五
の
一
七 

令
和
五
年
七

月
一
日 

合
同
会
社
Ｅ
＆

Ｌ 

袖
ケ
浦
市
坂
戸
市

場
一
□
七
四
一
の

一
三 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
リ
ア
ン 

木
更
津
市
岩
根
三

の
六
の
二
九 

〃 

合
同
会
社
エ
ヌ

ケ
ア 

東
京
都
中
央
区
日

本
橋
室
町
一
の
一

一
の
一
二 

フ
□
レ
ス
ト
訪
問
看

護
リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
□

シ
□
ン 

成

田

市

囲

護

台

一
□
〇
九
〇
の
二

三 

〃 

セ
ン
ト
ケ
ア
千

葉
株
式
会
社 

千
葉
市
中
央
区
新

町
一
の
一
七 

セ
ン
ト
ケ
ア
訪
問
看

護
ス
テ
□
シ
□
ン
成

田 

成
田
市
公
津
の
杜

一
の
一
三
の
一
七 

〃 

株
式
会
社
ホ
ス

ピ 

成
田
市
飯
田
町
一

二
四
の
五
九 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
成
田
の
未
来 

成
田
市
飯
田
町
一

二
四
の
五
九 

〃 
Ｓ
Ｏ
Ｕ
シ
ニ
ア

ケ
ア
株
式
会
社 

東
京
都
千
代
田
区

神
田
錦
町
三
の
二

三 

シ
□
ガ
□
ハ
□
ト
・

勝
田
台
訪
問
看
護
ス

テ
□
シ
□
ン 

八
千
代
市
勝
田
台

一
の
四
の
二
四 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
八
十
七
号 



 
 

 

八 

千 葉 県 報 号外第９号 令和 7 年 2 月 21 日（金曜日） 
 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

事
業
者
の
名
称 

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地 

指
定
に
係
る
事
業
所

の
名
称 

事
業
所
の
所
在
地 

指
定
年
月
日 

ア
□
ム
ネ
□
ク

ス
株
式
会
社 

東
京
都
文
京
区
本

郷
六
の
一
二
の
一 

お
う
ち
訪
問
看
護
ス

テ
□
シ
□
ン
銚
子 

銚
子
市
双
葉
町
六

の
二
五 

令
和
五
年
八

月
一
日 

株
式
会
社
ａ
ｗ

ａ
ｋ
ａ
ｒ
ａ 

館
山
市
北
条
一
□

三
一
五
の
一
〇 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
ゆ
と
リ
ハ 

館
山
市
国
分
九
一

一
の
一 

〃 

株
式
会
社
Ｂ
Ｒ

Ａ
Ｖ
Ｅ 

松
戸
市
栄
町
八
の

六
五
八
の
七 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
Ｓ
Ｅ
Ｅ
Ｄ 

松
戸
市
三
矢
小
台

四
の
一
四
の
二 

〃 

株
式
会
社
Ｎ
・

フ
□
□
ル
ド 

大
阪
府
大
阪
市
北

区
堂
島
浜
一
の
四

の
四 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
デ
□
□
ン
佐

倉 
佐
倉
市
王
子
台
四

の
一
三
の
一
三 

〃 

Ｈ
Ｍ
Ｓ
株
式
会

社 

東
京
都
港
区
芝
大

門
二
の
五
の
五 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
リ
ヤ
ン
ド
姉

崎 

市
原
市
姉
崎
八
〇

七
の
一 

〃 

ミ
ア
ヘ
ル
サ
株

式
会
社 

東
京
都
新
宿
区
市

谷
仲
之
町
三
の
一

九 

ミ
ア
ヘ
ル
サ
訪
問
看

護
ス
テ
□
シ
□
ン
流

山
運
河 

流
山
市
西
深
井
七

八
九
の
一 

〃 

合
同
会
社
訪
問

看
護
光 

山
武
郡
横
芝
光
町

栗
山
一
□
六
一
九

の
一 

合
同
会
社
訪
問
看
護

光 

山
武
郡
横
芝
光
町

栗
山
一
□
六
一
九

の
一 

〃 

Ｓ
Ｏ
Ｌ
株
式
会

社 

松
戸
市
東
松
戸
三

の
八
の
四 

太

陽

訪

問

看

護

ス

テ
□
シ
□
ン 

松
戸
市
八
ケ
崎
四

の
一
五
の
一
五 

令
和
五
年
九

月
一
日 

Ｍ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ａ

ｌ 

Ｃ
ｏ
ｎ
ｓ

ｕ
ｌ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ

 

Ｓ
ｅ
ａ
ｌ
株

式
会
社 

東
京
都
南
青
山
二

の
二
の
一
五 

ケ
ア
プ
ラ
ス
訪
問
看

護 

鎌
ケ
谷
市
新
鎌
ケ

谷
三
の
一
三
の
一

六 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
八
十
八
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

事
業
者
の
名
称 

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地 

指
定
に
係
る
事
業
所

の
名
称 

事
業
所
の
所
在
地 

指
定
年
月
日 

コ
ウ
ジ
□
タ
イ

ム
ズ
株
式
会
社 

大
網
白
里
市
季
美

の
森
南
五
の
一
六

の
一
二 

コ
ウ
ジ
□
訪
問
看
護

リ

ハ

ビ

リ

ス

テ

□

シ
□
ン
八
千
代 

八

千

代

市

萱

田

二
□
二
三
六
の
四

六 

令
和
五
年
九

月
一
日 

株
式
会
社
Ｌ
ｉ

ｆ
ｅ 

Ｍ
ａ
ｔ

ｅ 

浦
安
市
美
浜
五
の

一
〇 

マ
イ
ケ
ル
訪
問
看
護

ス
テ
□
シ
□
ン 

浦
安
市
富
士
見
三

の
五
の
一
六 

〃 

株
式
会
社
エ
ム

シ
□
エ
ス 

山
武
郡
九
十
九
里

町
真
亀
一
□
六
七

四 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
シ
□
ア
ハ
□

ト 

山
武
郡
九
十
九
里

町
真
亀
一
□
六
七

四 

〃 

株
式
会
社
ラ
イ

フ 

山
武
郡
横
芝
光
町

篠
本
四
□
五
八
〇 

ル
ミ
エ
訪
問
看
護
ス

テ
□
シ
□
ン
東
金 

東
金
市
八
坂
台
四

の
七
の
三 

令
和
五
年
十

月
一
日 

オ
リ
□
ブ
ハ
ウ

ス
訪
問
看
護
有

限
会
社 

四
街
道
市
鹿
渡
七

一
八
の
二
七 

オ
リ
□
ブ
ハ
ウ
ス
・

ス
テ
□
シ
□
ン 

四
街
道
市
鹿
渡
七

一
八
の
二
七 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
八
十
九
号 

 
生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 



  

九 

令和 7 年 2 月 21 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第９号 
 

事
業
者
の
名
称 

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地 

指
定
に
係
る
事
業
所

の
名
称 

事
業
所
の
所
在
地 

指
定
年
月
日 

株
式
会
社
Ｔ
Ｎ

Ｆ 

市
川
市
妙
典
四
の

一
二
の
二
三 

な
な
い
ろ
訪
問
看
護

ス
テ
□
シ
□
ン 

市
川
市
香
取
一
の

四
の
五 

令
和
五
年
十

月
一
日 

株
式
会
社
メ
イ

デ
□
□
ト 

船
橋
市
西
船
三
の

七
の
三
五 

そ
ら
の
い
ろ
訪
問
看

護
ス
テ
□
シ
□
ン
松

戸 

松
戸
市
松
戸
新
田

三
〇
の
五
の
七 

〃 

株
式
会
社
Ｃ
ｌ

ｏ
ｖ
ｅ
ｒ 

南
房
総
市
市
部
七

五
九
の
一 

よ
つ
ば
訪
問
看
護
ス

テ
□
シ
□
ン 

南

房

総

市

高

崎

一
□
二
八
八
の
二 

〃 

一
般
社
団
法
人

笑
波 

兵
庫
県
尼
崎
市
蓬

川
町
三
の
四 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
ま
ゆ
お
り 

松
戸
市
大
橋
八
一

四
の
一 

令
和
五
年
十

一
月
一
日 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

事
業
者
の
名
称 

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地 

指
定
に
係
る
事
業
所

の
名
称 

事
業
所
の
所
在
地 
指
定
年
月
日 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｂ

Ｒ
Ｅ
Ｔ
Ｈ
Ｒ
Ｅ

Ｎ
ブ
レ
ス
レ
ン 

木
更
津
市
東
太
田

四
の
一
七
の
二
一 

サ
ン
ラ
イ
ズ
訪
問
看

護
リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
□

シ
□
ン 

木
更
津
市
清
見
台

東
二
の
三
の
一 

令
和
五
年
十

一
月
一
日 

有
限
会
社
Ｃ
ｕ

ｒ
ｅ―

Ｌ
ｉ
ｎ

ｋ
ｓ 

柏
市
逆
井
藤
ノ
台

二
三
の
五 

ミ
モ
ザ
訪
問
看
護
ス

テ
□
シ
□
ン 

松
戸
市
日
暮
三
の

一
〇
の
八 

〃 

一
般
社
団
法
人

Ｍ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ａ

ｌ 

Ｌ

ａ

ｂ

ｏ
□ 

富
津
市
大
堀
九
一

一
の
一
一 

ル
ピ
ナ
ス
訪
問
看
護

ス
テ
□
シ
□
ン 

富
津
市
大
堀
九
一

一
の
一
一 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
一
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

事
業
者
の
名
称 

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地 

指
定
に
係
る
事
業
所

の
名
称 

事
業
所
の
所
在
地 

指
定
年
月
日 

株
式
会
社
ひ
ば

り 

野
田
市
宮
崎
八
一

の
四 

ナ
□
ス
ケ
ア
ひ
ば
り

野
田
店 

野
田
市
中
根
一
五

の
一
八 

令
和
五
年
十

二
月
一
日 

プ
ル
メ
リ
ア
訪

問
介
護
株
式
会

社 

茨
城
県
土
浦
市
田

中
三
の
八
の
二
八 

プ
ル
メ
リ
ア
看
護
ス

テ
□
シ
□
ン
野
田 

野
田
市
花
井
一
の

一
の
九 

〃 

株
式
会
社
Ａ
Ｇ

Ｒ
Ｉ 

Ｃ
Ａ
Ｒ

Ｅ 

茨
城
県
つ
く
ば
み

ら
い
市
伊
奈
東
三

七
の
一 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
紅
白
な
り
た 

成
田
市
下
方
六
八

五
の
一 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
二
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
事
業
者
の
名
称 

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地 

指
定
に
係
る
事
業
所

の
名
称 

事
業
所
の
所
在
地 

指
定
年
月
日 

株
式
会
社
Ｒ
□

Ｏ
□
Ｇ 

松

戸

市

三

ケ

月

一
□
二
七
七 

Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ

ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
ｓ
ｔ
訪
問

看
護
ス
テ
□
シ
□
ン 

松
戸
市
新
松
戸
六

の
一
五
六 

令
和
五
年
十

二
月
一
日 

株
式
会
社
Ｍ
Ｉ

Ｒ
Ａ
Ｉ 

東
京
都
文
京
区
本

郷
一
の
三
〇
の
一 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
ミ
ラ
イ 

市
川
市
広
尾
一
の

四
の
八 

令
和
六
年
一

月
一
日 

 
 

 
 

 



 
 

 

一
〇 

千 葉 県 報 号外第９号 令和 7 年 2 月 21 日（金曜日） 
 

 
 

 
 

 

八 
 

 
 

合
同
会
社
Ｃ―

Ｅ
ａ
ｒ
ｔ
ｈ 

松
戸
市
南
花
島
三

の
五
〇
の
五 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
ル
□
ナ 

松
戸
市
南
花
島
三

の
五
〇
の
五 

〃 
株

式

会

社

パ

シ

□

ク

ケ

ア

サ
□
ビ
ス 

市
原
市
千
種
二
の

一
六
の
四
八 

パ
シ
□
ク
訪
問
看
護 

市
原
市
千
種
二
の

一
六
の
四
八 

〃 

ウ
イ
ズ
ユ
□
株

式
会
社 

八
千
代
市
勝
田
台

四
の
一
三
の
七 

う
い
ず
・
ユ
□
白
ゆ

り
訪
問
看
護
ス
テ
□

シ
□
ン 

佐
倉
市
西
志
津
四

の
七
の
八 

令
和
六
年
二

月
一
日 

い
ず
み
サ
□
ビ

ス
株
式
会
社 

東
京
都
千
代
田
区

神
田
佐
久
間
町
三

の
三
八 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
し
ん
え
い 

浦
安
市
北
栄
三
の

三
三
の
一
〇 

〃 

有
限
会
社
千
葉

訪
問
ケ
ア
セ
ン

タ
□ 

長
生
郡
長
生
村
入

山
津
五
〇
六
の
二 

有
限
会
社
千
葉
訪
問

ケ
ア
セ
ン
タ
□ 

長
生
郡
一
宮
町
宮

原
七
五
四
の
三 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
三
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
五
十
条
の
二
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

名

称 

所

在

地 

廃

止

年

月

日 

こ
が
ね
皮
フ
科 

松
戸
市
小
金
八
の
六 

令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日 

新
松
戸
駅
前
ク
リ
ニ
□
ク 

松
戸
市
新
松
戸
一
の
三
六
七
の

三 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

片
倉
外
科
医
院 

銚
子
市
橋
本
町
二
□
二
五
二 

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日 

木
更
津
か
ね
だ
泌
尿
器
科
ク

リ
ニ
□
ク 

木
更
津
都
市
計
画
事
業
金
田
西

特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
六
六

街
区
一
画
地 

〃 

か
わ
し
ま
眼
科 

野
田
市
山
崎
一
□
八
五
〇
の
一 

〃 

医
療
法
人
社
団
仁
徳
会 

み 

市
原
市
牛
久
八
七
九
の
一 

〃 
 

 
 

 
 

 

つ
は
し
内
科
ク
リ
ニ
□
ク 

 
 

船
津
整
形
外
科
内
科
小
児
科

医
院 

市
川
市
下
貝
塚
二
の
三
五
の
一

二 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

医
療
法
人
社
団
教
林
会 

小

林
医
院 

野
田
市
中
野
台
一
八
三 

〃 

永
吉
の
眼
科 

茂
原
市
上
永
吉
七
三
二 

〃 

学
校
法
人
日
本
医
科
大
学 

日
本
医
科
大
学
成
田
国
際
空

港
ク
リ
ニ
□
ク 

成
田
市
古
込
一
の
一 

〃 

医
療
法
人
社
団
石
井
内
科 

佐
倉
市
王
子
台
一
の
二
七
の
五 

〃 

医
療
法
人
社
団
良
仁
会 

佐

久
間
耳
鼻
咽
喉
科
医
院 

八
千
代
市
勝
田
台
一
の
七
の
一 

〃 

緑
が
丘
小
児
科 

八
千
代
市
緑
が
丘
西
二
の
一
の

三 

〃 

医
療
法
人
社
団
健
和
明
生
会

 

住
吉
整
形
外
科
ク
リ
ニ
□

ク 

印
西
市
木
下
六
七
八
の
一
五 

〃 

医
療
法
人
社
団
日
向
台
ク
リ

ニ
□
ク 

山
武
市
椎
崎
一
□
三
五
四
の
二 

〃 

医
療
法
人
社
団
嗣
業
の
会 

外
房
こ
ど
も
ク
リ
ニ
□
ク 

い
す
み
市
岬
町
和
泉
一
□
八
八

〇
の
四 

〃 

け
や
き
薬
局 

松
戸
市
常
盤
平
五
の
一
七
の
一

〇 

〃 

有
限
会
社
松
屋
薬
局 

東
金
市
東
上
宿
一
六
の
一
四 

〃 

ミ
サ
ト
薬
局 

長
生
郡
長
柄
町
六
地
蔵
二
一
一

の
七 

〃 

  
千
葉
県
告
示
第
九
十
四
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
五
十
条
の
二
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 



  

一
一 
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千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名

称 

所

在

地 

廃

止

年

月

日 
医
療
法
人
社
団
真
洋
会 

こ

み
な
と
歯
科
医
院 

鴨
川
市
内
浦
四
〇
五 

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一

日 

杉
森
医
院 

木
更
津
市
桜
井
一
□
五
九
九 

令
和
五
年
四
月
一
日 

の
ざ
き
歯
科
ク
リ
ニ
□
ク 

印
西
市
草
深
一
□
六
一
八
の
一

六 

令
和
五
年
四
月
三
十
日 

豊
田
眼
科 

印
西
市
中
央
北
三
の
二 

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日 

す
こ
や
か
内
科
ク
リ
ニ
□
ク

印
西 

印
西
市
戸
神
六
〇
四
の
一
六 

〃 

医
療
法
人
社
団
光
風
会 

松

尾
歯
科
医
院 

市
川
市
南
八
幡
四
の
一
八
の
一

八 

〃 

Ｒ
Ｉ
Ｎ
Ｏ
歯
科 

流
山
市
松
ケ
丘
四
の
四
九
五
の

四 

〃 

ユ
□
カ
リ
が
丘
Ｐ
Ｈ
Ｃ
フ
□

ミ
リ
□
ク
リ
ニ
□
ク 

佐
倉
市
ユ
□
カ
リ
が
丘
六
の
四

の
七 

令
和
五
年
六
月
八
日 

さ
く
ら
薬
局
浦
安
駅
前
店 

浦
安
市
北
栄
一
の
一
六
の
一
三 

令
和
五
年
六
月
十
日 

薬
局
く
す
り
の
福
太
郎
常
盤

平
店 

松
戸
市
常
盤
平
一
の
一
二
の
一 

令
和
五
年
六
月
十
五
日 

城
内
皮
膚
科 

野
田
市
山
崎
二
□
七
〇
二
の
八 

令
和
五
年
六
月
三
十
日 

庄
司
内
科
医
院 

鎌
ケ
谷
市
富
岡
一
の
六
の
五 

〃 

鎌
□
谷
フ
□
ミ
リ
□
歯
科 

鎌
ケ
谷
市
東
鎌
ケ
谷
二
の
一
の

四
五 

〃 

真
壁
歯
科
医
院 

山
武
市
松
尾
町
大
堤
一
六
の
一 

〃 

薬
局
タ
カ
サ
オ
ア
シ
ス
松
飛

台
店 

松
戸
市
紙
敷
一
の
一
一
の
三 

令
和
五
年
七
月
十
日 

茂
原
セ
ン
ト
ラ
ル
薬
局 

茂
原
市
道
表
二
の
一 

令
和
五
年
七
月
二
十
日 

布
佐
マ
ル
薬
局 

我
孫
子
市
布
佐
三
□
〇
七
五 

令
和
五
年
七
月
二
十
三
日 

有
限
会
社
鈴
木
薬
局 

旭
市
新
町
八
六
八
の
二 

令
和
五
年
七
月
二
十
五
日 

こ
み
ち
ク
リ
ニ
□
ク 

浦
安
市
当
代
島
一
の
三
の
二
七 

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日 

中
台
歯
科
医
院 

市
川
市
宮
久
保
三
の
一
五
の
一

四 

〃 

薬
局
タ
カ
サ
君
津
北
久
保
店 

君
津
市
北
久
保
二
の
二
の
一
六 

〃 

波
多
野
内
科
ク
リ
ニ
□
ク 

浦
安
市
入
船
四
の
五
の
五 

令
和
五
年
八
月
三
十
一
日 

有
限
会
社
は
ま
だ
薬
局 

市
川
市
鬼
高
二
の
九
の
一
〇 

〃 
 

 
 

 
 

 

ニ
シ
オ
薬
局 

長
生
郡
一
宮
町
一
宮
九
□
四
〇

一 

〃 

カ
ワ
チ
薬
局
牧
の
原
店 

印
西
市
西
の
原
一
の
一
の
一 

令
和
五
年
九
月
一
日 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
五
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
五
十
条
の
二
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

事
業
者
の
名
称 

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地 

指
定
に
係
る
事
業
所

の
名
称 

事
業
所
の
所
在
地 

廃
止
年
月
日 

株
式
会
社
Ｓ
Ｔ

コ

□

ポ

レ

□

シ
□
ン 

東
京
都
豊
島
区
南

池
袋
二
の
二
七
の

二 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
成
田
の
未
来 

成
田
市
飯
田
町
一

二
四
の
五
九 

令
和
五
年
六

月
三
十
日 

                 



 
 

 

一
二 
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購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

三
六
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


